
高知県森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金交付要綱改正 新旧対照表

改 正 後 現 行

高知県森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金交付要綱

第１条 （省略）

（ 補助目的）

第２条 県は、地域住民が森林所有者、地域外関係者等と協力して実施す

る里山林をはじめとする森林の保全管理及び山村地域の活性化に資する

取組の促進を目的として、国が定める森林・林業・木材産業グリーン成

長総合対策補助金等交付等要綱（平成30年３月30日付け29林政政第893

号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。）及び里山林

活性化による多面的機能発揮対策実施要領（令和７年３月31日付け６林

整森第 266 号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。）に基づき、

実施要領第２の１の地域協議会（以下「地域協議会」という。）が実施

する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

第３条 （省略）

（事業内容等）

第４条 補助事業に係る事業内容、補助対象経費及び補助率は、別表第１

に定めるとおりとする。ただし、事業実施主体（実施要領別紙のⅡに規

定する活動組織をいう。以下同じ。）が行う事業に対して補助事業者が

補助金を交付する場合における事業内容等は、別表第２に定めるとおり

とする。

高知県森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金交付要綱

第１条 （省略）

（ 補助目的）

第２条 県は、地域住民が森林所有者、地域外関係者等と協力して実施す

る里山林をはじめとする森林の保全管理及び山村地域の活性化に資する

取組の促進を目的として、国が定める森林・林業・木材産業グリーン成

長総合対策補助金等交付等要綱（平成30年３月30日付け29林政政第893

号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。）及び森林・

山村多面的機能発揮対策実施要領（平成25年５月16日付け25林整森第74

号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。）に基づき、実施要領第

２の１の地域協議会（以下「地域協議会」という。）が実施する事業に

要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

第３条 （省略）

（事業内容等）

第４条 補助事業に係る事業内容、補助対象経費及び補助率は、別表第１

に定めるとおりとする。ただし、事業実施主体（実施要領別紙２に規定

する活動組織をいう。以下同じ。）が行う事業に対して補助事業者が補

助金を交付する場合における事業内容等は、別表第２に定めるとおりと

する。



第５条～第12条 （省略）

（ 補助金の交付の決定の取消し等）

第13条 知事は、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業者に

対し、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。補

助金の額の確定があった後においても同様とする。

(１ ) 補助事業者又は事業実施主体が、補助金を他の用途に使用し、その

他補助事業に関し

て補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則、要綱等

の規定若しく

はこれらに基づく県の処分に違反した場合

(２ ) 実施要領別紙のⅢ第５の１の (１ )、 (２ )又は (３ )に該当する

場合

(３ ) 補助事業者（事業実施主体を含む。）が別表第４に掲げるいずれか

に該当すると認め

られた場合

(４ ) 補助事業者に対し市町村が支払う本事業に係る補助金等の財源が森

林環境譲与税であった場合

２ 知事は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合に

おいて、当該取消しに関する部分に対する補助金が交付されているとき

は、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

第14条～第15条 （省略）

第５条～第12条 （省略）

（ 補助金の交付の決定の取消し等）

第13条 知事は、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業者に

対し、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。補

助金の額の確定があった後においても同様とする。

(１ ) 補助事業者又は事業実施主体が、補助金を他の用途に使用し、その

他補助事業に関し

て補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則、要綱等

の規定若しく

はこれらに基づく県の処分に違反した場合

(２ ) 実施要領別紙３第８の１の (１ )又は (２ )に該当する場合

(３ ) 補助事業者（事業実施主体を含む。）が別表第４に掲げるいずれか

に該当すると認め

られた場合

(４ ) 補助事業者に対し市町村が支払う本事業に係る補助金等の財源が森

林環境譲与税であった場合

２ 知事は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合に

おいて、当該取消しに関する部分に対する補助金が交付されているとき

は、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

第14条～第15条 （省略）



（ 個人情報の適正な管理）

第16条 補助事業者は、補助事業を実施するに当たっては、個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づき定められた「高知県個

人情報等取扱事務委託基準」に準じて実施するものとする。

第17条 （省略）

附則

１ この要綱は、平成29年６月５日から施行する。

２ この要綱は、令和９年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この

要綱に基づき交付された補助金については、第11条第５項、第13条、第

15 条及び第16条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附則 この要綱は、平成30年６月７日から施行する。

附則 この要綱は、令和元年６月20日から施行する。

附則 この要綱は、令和２年６月17日から施行する。

附則 この要綱は、令和３年５月17日から施行する。

附則 この要綱は、令和４年５月26日から施行する。

附則 この要綱は、令和６年５月21日から施行する。

附則 この要綱は、令和７年○月○日から施行する。

別表第１（第４条関係）（省略）

別表第２（第４条関係）

（ 個人情報の適正な管理）

第16条 補助事業者は、補助事業を実施するに当たっては、高知県個人情

報保護条例（平成13年高知県条例第２号）に基づき定められた「高知県

個人情報取扱事務委託基準」に準じて実施するものとする。

第17条 （省略）

附則

１ この要綱は、平成29年６月５日から施行する。

２ この要綱は、令和９年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この

要綱に基づき交付された補助金については、第11条第５項、第13条、第

15 条及び第16条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附則 この要綱は、平成30年６月７日から施行する。

附則 この要綱は、令和元年６月20日から施行する。

附則 この要綱は、令和２年６月17日から施行する。

附則 この要綱は、令和３年５月17日から施行する。

附則 この要綱は、令和４年５月26日から施行する。

附則 この要綱は、令和６年５月21日から施行する。

（追記）

別表第１（第４条関係）（省略）

別表第２（第４条関係）



別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係）

区分
事業内容及び補助対象経

費
補助率等 備考

事業費 ( １ ) 事業内容

事業実施主体が行う森

林・山村多面的機能発揮

対策事業のうち、実施要

領別紙のⅢ第３の１の

( ２ ) イに規定する種類

の資機材等整備を除く事

業

( ２ ) 補助対象経費

①賃金

②報償費

③旅費

④需用費

⑤役務費

⑥委託料

⑦使用料及び賃借料

（１）補助率

別表第３に定める

とおり

（２）補助限度額

国の交付金額の６

分の１以内

( 注 ) 食糧費及

び賄材料費につい

ては、補助対象外

とする。

種 類
( １) 国の交付単価又は

交付率
( ２) 県の交付単価

①地域活動型

（森林資源活用）

１ヘクタール当たり １ヘクタール当たり

120,000円（初年度） 20,000 円（初年度）

116,000円（２年目） 19,000 円（２年目）

112,000円（３年目） 18,500 円（３年目）

②地域活動型

（竹林資源活用）

１ヘクタール当たり １ヘクタール当たり

332,000円（初年度） 55,000 円（初年度）

304,000円（２年目） 50,500 円（２年目）

区分
事業内容及び補助対象経

費
補助率等 備考

事業費 ( １ ) 事業内容

事業実施主体が行う森

林・山村多面的機能発揮

対策事業のうち、実施要

領別紙３の第４ ( ２ ) イ

に規定する種類の資機

材・施設の整備等を除く

事業

( ２ ) 補助対象経費

①賃金

②報償費

③旅費

④需用費

⑤役務費

⑥委託料

⑦使用料及び賃借料

（１）補助率

別表第３に定める

とおり

（２）補助限度額

国の交付金額の６

分の１以内

( 注 ) 食糧費及

び賄材料費につい

ては、補助対象外

とする。

種 類
( １) 国の交付単価又は

交付率
( ２) 県の交付単価

①活動推進費 112,500円（初年度のみ） 18,750 円（初年度のみ）

②地域環境保全

タイプ（里山林

保全）

１ヘクタール当たり １ヘクタール当たり

120,000円（初年度） 20,000 円（初年度）

115,000円（２年目） 19,000 円（２年目）

110,000円（３年目） 18,000 円（３年目）

③地域環境保全

タイプ（侵入竹

１ヘクタール当たり １ヘクタール当たり

285,000円（初年度） 47,500 円（初年度）



( 注):①、②及び③の交付単価は、活動計画の取組年度に応じるものとす

る。

別表第４（第６条、第７条、第13条関係）（省略）

別記第１号様式（第５条関係）（省略）

(注):②、③及び④の交付単価は、活動計画の取組年度に応じるものとす

る。

別表第４（第６条、第７条、第13条関係）（省略）

別記第１号様式（第５条関係）（省略）

276,000円（３年目） 46,000 円（３年目）

③複業実践型

１ヘクタール当たり １ヘクタール当たり

191,000円（初年度） 31,500 円（初年度）

176,000円（２年目） 29,000 円（２年目）

162,000円（３年目） 27,000 円（３年目）

④機能強化 １メートル当たり 800 円 １メートル当たり 100 円

⑤関係人口創出

・維持
年間当たり 50,000 円 年間当たり 8,000 円

⑥活動推進費 年間当たり 38,000 円 年間当たり 6,000 円

除去・竹林整備）265,000円（２年目） 44,000 円（２年目）

245,000円（３年目） 40,500 円（３年目）

④森林資源利用

タイプ

１ヘクタール当たり １ヘクタール当たり

120,000円（初年度） 20,000 円（初年度）

115,000円（２年目） 19,000 円（２年目）

110,000円（３年目） 18,000 円（３年目）

⑤森林機能

強化タイプ
１メートル当たり 800 円 １メートル当たり 100 円

⑥関係人口創出

・維持タイプ
年間当たり 50,000 円 年間当たり 8,000 円



別記第１－１号様式 別記第１－１号様式



別記第１－２号様式～第７号様式（第11条関係）（省略）

(別添 )

別記第１－２号様式～第７号様式（第11条関係）（省略）

(別添 )


